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平
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平
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、

道
成

成

一
平

職

の法民
部
成
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３
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改
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法
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成
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改

３

〇

〇

〇
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〇
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海
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海
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薬
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〇

〇
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法
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立

の
…
道
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財
道

法
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部
…
員
部
護
女

一
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職
一

改
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改
法
性

３

正
年

理
月

月

に
４

規

伴
月

則
日

日

関
日

一

う
１
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木

係
と

部
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条
す
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日

例
る

改
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部
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規

理

る
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す
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正
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関

則

整
号

正

月

に 係関う伴

日

規

運
福
検
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行
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施
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に
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規
る

正
部
る

に
一
ラ

正
…
理
正
の
プ

す
条

伴
…
則
伴
部
ザ

に
…
規

…
一
関
正
例

う
…
の
う
改

規
伴
行

係
…
部
係
に
施

関 例
…
改
則
う
規

条
…
を

目

す
整
係
の

の
…
正
の
関
則

則
部

理
…
る
理
規
一

整
…
に
…
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こ
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則
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事
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日
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規
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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に
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２
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－
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検
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に
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３
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に
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又
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２
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を
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受
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。
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４
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３
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２
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５
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を
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、
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、
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２
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に
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整
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定
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定
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。
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・
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等
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を
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の
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又
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改
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植
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２
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る
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に
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号

第

中

条 １

第

項

うよの次を部一の

」

条

公

に

外

す布

高

第

る

橋

。

号

みるは



の

海
平

こ

北

平

規

道
成

成

則

地

は

方
年

則附

年

を
ガ

、

卸
３

北

北
別

ン

海

海
表

酸

道

北
道
の

カ

規

海
保
水

リ

則

道
健
の

ウ
円

第

成平

保
所
項

ム
」

年

の

海

る
第
別
別

こ

北

す

３

規

道

。
７
表
記
附

は

健

か
削
１

則

保

条
を
第
則

第
。
様

、

所

ら
る
号

北

北

海

海

こ

北

道

北
道

の

海
平

規

海
立

規

道
成

則

則

立

道
女

第

立
性

は

女
年

条

、

性
３

うに
第
条
第
附

正
条
１
項

改
７
第
１
則

」
に

す
第
項
」

る

３

平

売
月

月

成

市場
日

日

４

例

年

条

木

月

施

曜

１

行

日

日

規

）

す

を

行

部

施

一

ら

の

か

則

健
条
中

消
に

号

所
例

費
、
量

条
施

」

例
行

を

施
規
円
円

行
則
を
」

規

全

」

機
を

則
昭

有

の
和

炭

一

素

部
年
を
北
円

の

月

円

式

平

条

」

改
海
」

量

日
施

条

か

成

例

ま

ら

月

則

を

記

４

規

で

別

年

行

。

号

日

一

る

３

１

の

削

第

正

ま

施

改

式

ら

を

様

か

部

を

す

す

で

行

女
プ

号

性
ラ

平

プ
月

成

ラザ
日

プ
ザ

条
施

４

例

ザ
例

年

条

ラ
条

日

規

施
規

１

行

例
行

月

施

ら

の

規

か

則

行
則

一
３

行

部

の
成

施

一

則
平

す

を

中
、

。
号
に
、 第

第
第
条

１
第

の
第
３

条
条
の を

項
を
」

１
」
項

第
項
１

」を
第

北

を則規るす

。

正

る

改 す布

事

公

知

に

道

こ

海

こ

北

規
、

に
に

正
道
に

」

る

高

る
則

改
、

す

め

規
第

る

則

。

号
円

を

海

一
を
」

北

の
」
円

）

道

部

知

を

事

次の
円

る

。

規

削

る

る

高

よ
」
円

るす布公にここを

。

則

海

。

正

を
北

る

改

部
年

。

る
則

規

す
規

る

正
道

す

改

を

規
第

則 こ

北

則
一

公

知

の

に

道

）

こ

海

号

第

る

高

を

す

部

布

事

第
条第
条

項
」
項

１
項
１

第
１
第

条

改

に
、
に

」
に
」 る

第
め

、
条
。

第
第

橋

。

条

海

みるは

道

す

北

動
る
第

海

物
。
１

道

公

動
用

条

規

物
医

中

則

改

、

橋

に
、
に

う
に
」

は

正

過

る

す

マ

第

こ

動

る

」
。

ン
円

み

る 規

用
成

則
２

の

物
平

規

附

道海北

条

農
平
中

則

医

北

る

海

北
規

道

北
定

海
則
平

規

海
め

道
の
成

則

に

は

うよ

橋

の

。

次

農
一

条正

み

改

る

第

こ
の

２

の
２

条

規
第

委

附

委
委
委

の

託
託
託

則
２

託
２

」
を
項
」
１
項
第
１

手

第
を 第

正

北

北
す
第

海

る
２

道

北

。
条

海

規

海

の

道

則

用
薬

地

第

医
品

昭

薬
等

和

号

報

品
取

水

締
則

林

取
規

農

等
締

年

則

令

施
細

省

則
行

産

規
施

細

第

行 則
昭

３

は

薬
年

則

成
第

、

品
３

年
２

平

等
月

北
条

成

取締
日

海
第

月

施

規
号

４

則

道
５

年

規

日

細

第
を

１

行

則
」

部政
）
表

ら

の

号
別

か

則

関に例特の理処務事の す
の
第

施

一

道
る

第

農
規

政
部
年

部
を
３

政
則

号

部
の

の
改
月

事
正

を

処
る

事
部

務
す
日

の
一

を

理
正

の
則

処
改

理
規

務
規

に
こ

特
る

例
こ

の
す

特

は
号

す
公

に
則

関
に

例

則

条
数
数
数

、
及

数

手
手
手

布
第

に
例
料
料
料

公
び

料

徴
額
額

の
３

関
第
の
の
の

に

る
条
収
の
の

日
号

す
３

定
知

ら
係

事
第
の
決
周

か

）
項
法
に
に

施
る

項
１
方

す
す

す
分

第
に
関
関

行
部

。
限

号
す
る
る

る
に

４
関

道

次

の
る
事
事

第

地

に

方卸
方

次

号

条
市

条

場
売

１

市
卸

の

売

る

行
例

え

施
条

加

例
場

を

規
則
行

。

規
施

」

の
和

号

昭
則

一 を
北

部
年

を

正
道

成

改
海

平

す
規

林

規
第

農

る
則

年

則

知道海北

の

省

）

産

号

水

一

令

号

改

部
の

す

を

一
１

行

部

事

の
項

す

次
の

。

正

を
５

る

る

改
改

を

に
に

則

う
」

規

よ

公

る
。

に

す
る

こ

正
め

こ

町市きづ基に例条る
。

す

る
布

関

す

布

理処が村

基

例

に
。

条

例
る

る

条
す

北

市

町

き

市

づ

き

基

づ

に

理

知

が

処

道

村

が

海

町

村

。

規
事
項
項

た
る

す

事

処

、

定

、
は

で

し
）

則
項

だ

も

条
成

る

２
平

め

第

の

の
１

次

１
月

、

に
４

は

次
年

和
の

お

加
か

と

を
日

の

条

一
規
す
道
正
海
改
北
を
年
部 則

第
規
則
る

部

第

の）号

外

を

第

の

号

次

に

よ

」

号

正

る

改

め

に

改

う

る

。るす

みるは橋高

。

る

理

め定を囲範の務事

範

務

の

橋

事

務

る

事

高

す を

定

み

囲

を

る

範

囲

は

の

す

改
行

と

る
施

り

え
ら

め

定
。

。

規
る

る

正
す

にうよの次を部一

２第

改



毎

ら
よ
。

れ
に
る

週

の
る

火

行
改

・

為
正

金

別

１
２

に
後

の
の

に
記

こ
こ

附

令

す
４

規
規

政
政
省
関
第

則
則

令

令

則

こ
様

は
の

第

第
第

る
号

政
こ
政
。
政
こ

止

る

と

る 。

の
令
令
と
令

令
と

等
政
届
第
第
。
第

第

第法
出
条

第

び
本

じ

条

第

備
に
限

法
。
法

設
則
権

第

の
次
の
次

）

概
の
委
に

の

条９第 第法

条

要
１
任
掲

許
条

第
び
第
。
第

及

る
条
物

５

２
第

９
動

条

平

条

の
条

を
用

成

見
」

次
高

中

出
を

の
度

年

係
の

第

曜

る
動

日

事
物

発

務
用

行

き
取

べ
等

う
品

行
薬

を
医

な
施

異
則

が
規

者
締

条
条

と
式

、
施
成
の

の

の
の

。
を

平
行

条

際

規

規
規

削

定
定

る

よ

４
に

に

に
に

。

年
現

定
動

１
れ

る

る
る

月
さ

よ

よ
用

か
い

物

物
物

日
て

動

動
医

施
申

の

の
の

ら
る

用

用

薬

薬
薬

行
請

医

医

受
第
第

第

第

の
条
条

条

条

に
項
項

項

項

理
１
１

１

３

す
規
規

規

規

関
の
の

の

の

こ
に
に

に

に

る
定
定

定

定

。
る
る

る

る

と
よ
よ

よ

よ

おに

物
物

物

物

動
動

動

動

第法るす用準てい

）
げ

可
第

の

用
用

用

用

条
項

１

説
を

る

に
２

第

を
条

す
え

務

す
の

項

明
加

事

関

、

こ
定

規

る
る

は

る
規

の
と
に

定

図
。

添

保

る

よ

を

畜

。
よ

に

面

用

物

て

衛

物

動

え

健

動

る 用

し

生

請申の可許の項１第条

し

よ
管

省

の

な

所

の

、は

３

中
第

う
理

月

に
医

条第

販
条

改
療

日

項

売
、

め
機

１

業
第

る
器

木

。
等

」

」

曜

を

を
条

の

日

及

販

）

第

動
び

売

物
第

業又

条

用

則
こ
細

る
行

１

医
条

は

第

か
も
に

る
定

な
規

と
の

と
、

に
ず

理
ら

処
わ

の
か

の つい
な

購

の

の
の

る
の

品

品
品

す
そ 行

売

売
売

の

販

販
販

。
他

許
許

で

の

の
の

為

業

業
業

規

に

証
台

の

可

可
可

こ

許

納
備

の

る

返
の

則

係

の
帳

の

の

受
け

行

目

の
付

施

品

薬
薬

薬

薬

医
医

医

医

の
の

販

販

の
の

の

の

品
品

品

品

業
業

業

業

売
売

売

売

販
販

可

可

許
許

許

許

の
の

の

の

の
の

の

の

証
証

証

証

可
可

医の用物動るよに定規

長

医
販

交
書

再

返

の品薬

品

ば

委

品

薬

れ

に

薬

医

け

る

売

販

ら

す

販

の

な

任

の 許

。

の

業

い

。

業

売

な
第令

新

売

更

販

の

例

可

特 業

ほののもるめ定に条

」

品
に

貸

項

薬
」

賃
か

に

売

の

に

販
、

業

」
設

可

業
、

許

、

）

又

改
」

請

本

に
備

申

謄

、

は

め
を

中
設
」

条
び
本

同
及
抄

北

備
を

読

て
お

料

は
従

金

、
前
こ
の

送

の
例

と料

規
に

も

則
よ

額月は） 円

に

更

に
に

日

変

理
等

の

の

る
る

い

は

す
す

お

又

関
関

。
。
と
と
加

こ

こ
こ

て

追 規

海

の

北

こ
附

え

付

の

付
換

交

納

水

則

道

に

す
付

関

理

関
交

に

受

に
す

こ

す

こ
関

る

関

る
に

す

。と

海北

こ

北

道

北

の

海
平

規

規

道
成

附

道海北廃休る係に業売

海
則

。

る

る

す

限

関

に

立

則

水

同

。

下

と

以

こ
海北

こ

北

道

北

の

海
平

規

及造構の舗店、
規

道
成

附

海
則

則

立

第
」に
写

条
改
し

海

。
改

第
る
に

、
め
」

条

め

道

北

北

海

海

北

道

海
平

公

北
道

規

海
保

道
成

則

保

）

は
則

査

成

検

平

物

、

産 条 則

日

規

１

行

月

施

４

例

年 か

和

施

昭

ら

道
第

は

産
年

則

水

、

物
３

産
号

物

平

検
月

成

査条
日

検 施

月

行

例

４

施

条

年

例

査

廃

則

か

を

規

日

則

行

１

規

タンセ合総祉福会社

ら

施

施

止

を

例条ー
道
第

立

は

社
年

、

会
３

社
号

会

平

福
月

成

祉総
日

福 セ

月

ン

合

４

セ

総

年

合

祉

例

ー

か

条

タ

日

ー

ン

１

タ

ら
則

施

施

条

道
健

第

保
所

健
年
所
３

健
運

号

運
月

報

所
営

営 会

協
会

議

営
議

協
日

運
協 行

施

条
施

例

会
例

条

議
条

則

行
則

規

施
規

行

例

海
北
北
富

行
集
刷

発
編
印 リ

総
プ
道

士

行

第則規道海

。

北

る

年

す

す

る

止

行

す

廃
、は）号

こ

則

を

規

。

則

る

る

規

す

知

る

道

す

海

布

北

公にこ

則規行

。

和昭

行

例
第

事

則規道海北年

。

を

規

る

則

行

す

規

施

行

規

す

る

止

す

廃

止

を

廃

則

知

こ

道

則

を

海

規

則

北

る

を

規

に

事

こ

止

を
和

廃

則
昭

す

廃
道

則

る
海

規

す
北

る

止
年

海

第

こ

北

則

こ

則
規

を

規

す

事

）

布

知

号

公

道

４

に

号

文
式
制
株
法
ト

海
部
ン
務

道
課
社

書
会

みるは橋高

。るす止廃

。るす止廃、は）号２

みるは

。る

橋

す布

高

公

る

は

外

廃

。

高

、

第

橋

止す

号

みる

。

は

る


